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施策毎の主な取組み及び今後の方針等 

 
基本方針１ 自立と協働の強化 

その１ 地方分権改革の推進 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

1 

特例市推進事業 
今後は、国の動向を見極めながら、国・県からの

権限移譲の促進と地方分権を推進していく必要が

ある。 ・全国特例市市長会への参加 

・国への要望書の提出 

2 

構造改革特別区域推進事業 

・構造改革特別区域の検討 

3 

地域再生計画推進事業 

・「快適・環境都市 鳥取」雇用プラン」によ

る実践型地域雇用創造事業の認定 

その２ 市民等との協働の推進 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

4 

地域づくり懇談会開催事業 
市民、市が対等の立場で協力し合い、それぞれの

役割の分担や連携の強化を一層推進し、地域力を高

めてまいります。 
・３２地区／年で開催 

5 

広聴事業 

・市民から寄せられた意見、要望等について

の回答などをＨＰに掲載 

7 

外部委託・民営化推進事業 

・指定管理者制度の運用 

・保育園の民営化および指定管理者制度の導入

・給食センターの完全外部委託 

・し尿処理業務の許可制移行 

 

別紙１ 
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基本方針２ 行政経営基盤の強化 

その１ 効率的な執行体制とサービスの強化 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

8 

行財政改革大綱等推進事業 
平成 27 年度から始まる地方交付税の合併算定替

の段階的な縮減による交付税の減少や、定員適正化

方針に基づく職員の減少に適切に対応できるよう、

事務・事業の合理化・効率化をはじめ、地方分権の

進展にしっかりと対応できる組織力の強化に努め

るとともに、総合計画の施策の目標及び行財政改革

大綱の構想達成に向けて、行財政改革の施策の着実

な推進を図る必要がある。 

・前期実施計画（平成 22～24 年度）の推進及

び進行管理 

・後期実施計画（平成 25・26 年度）の策定 

10 

人材育成事業 

・人材開発センター研修、派遣研修、自主研

修、職場研修 

17 

業務プロセス改善推進事業 

・ISO9001 の規格に基づく品質マネジメント

システムを有効に継続させ、業務プロセス

の改善、業務の効率化、市民サービスの向

上を図った。 

その２ 財政基盤の強化 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

19 

総合計画進行管理事業 
安定した財政基盤を確立するため、限られた財源

による事業の「選択と集中」を一層強化するととも

に、第５次行財政改革大綱に基づくさまざまな取り

組みを着実に推進する必要がある。 

・第 9次総合計画の進行状況審議 

・後期実施計画（平成 25～27 年度）の策定方

針の決定 

22 

ふるさと納税推進事業 

・各種 PR 

・ふるさと納税協賛企業の募集 

24 

市債運用事業 

・発行枠の管理 

・任意繰上げ償還 
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基本方針３ 都市間連携の強化 

その１ 鳥取・因幡圏域の連携の推進 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

29 

鳥取・因幡定住自立圏構想推進事業 
 鳥取・因幡定住自立圏について、鳥取市とそれぞ

れの町とで締結した形成協定に基づく事業に１市

５町で連携して取り組みます。 

 そして、ビジョン懇談会での意見を踏まえなが

ら、引き続き圏域としての魅力を高め、定住と自立、

また圏域への人の流れの創出を目指し、取組を進め

ます。 

・新温泉町との協定締結 

・鳥取県東部４町との協定の充実 

・共生ビジョンの改定 

30 

東部広域行政管理組合負担金 

・東部消防局が行う消防事務、消防局通信指

令室の無線設備等の更新、基地局６か所の整

備、消防車・救急車等の無線機の更新に対す

る負担金 

 

 

 

その２ 都市間の連携の推進 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

31 

圏域ネットワーク強化事業 
引き続き、国内外の姉妹都市やＨОＴトライア

ングル、スローライフ全国都市会議等の構成都市

間との交流を行い、観光、文化、産業等の各分野

において、連携してそれぞれの都市の魅力を高め

るための取組を進めます。 

（コリドー２１） 
・婚活事業（連携事業）の開催 
・各地イベントでの相互ＰＲ活動 
（岡山県境） 
・研修会の開催 
・両県への要望活動        など 

32 

都市連携魅力創出事業 

・スローライフサミットへの参加 

・市長鼎談の開催 

・交流事業の実施 

33 

国内都市交流総合推進事業 

・姉妹都市との交流 

・関西圏や近隣都市との交流 

・各鳥取県人会との交流 
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まちづくりの目標１ ふるさとを愛し 次代を担う人づくり 
政策１ 次代を築き担う、たくましい子どもを育む 

施策１ 子育て応援の充実 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

34 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2 

妊娠、出産支援事業 

近年の急速な少子化の傾向に対して子どもを産

み育てやすい環境を整えることは喫緊の課題。当市

は関係機関や保護者などと協働し、「子ども 親

地域が輝く 子育て応援都市 とつとり」の基本理

念のもと、総合的な子育て施策を講ずる必要があ

る。 

・特定不妊治療費の一部 

・妊婦健康診査費の助成 

37 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2 

小児特別医療助成事業 

・子どもの保育・医療等の経済的負担の軽減

（子どもが１５歳に達する日以降の 初の

３月３１日まで） 

41 

特別保育事業 

・延長保育 

・一時保育 

・休日保育 

・病児・病後児保育 

施策２ 教育の充実 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

56 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1 

学校支援ふるさと人材活用事業 

 鳥取市の教育ビジョンに、めざす子ども像「ふる

さとを思い 志をもつ子」を明示し、次代の鳥取を

発展させる主役となって活躍できる人づくりを継

続して進めるため、事業精査しながら、改善継続し

て取り組みます。 

 このため、特色ある教育・研究活動への支援、教

職員研修、姫路市ほかとの小・中学生交流事業、不

登校対策、学校図書館活用施策、子どものこころづ

くり支援、鳥取環境大学の安定した運営などに積極

的に取り組みます。 

 また、小中学校施設の耐震補強施策を前倒しして

取り組みます。 

・地域の人材を活用した教育活動の展開 

57 

学力向上推進事業 

・学校・家庭・地域が協力して学習習慣の定

着・基礎学力の定着に取り組む 

59 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1 

モラルやマナー、ルールを大切にする風土（人）づくり事業

・鳥取市教育フォーラム等で啓発パンフレッ

トを配布するとともに、草の根活動促進委託

事業を実施し、モラルやマナーを大切にする

地域の自主的な啓発活動の支援を行った。 
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政策２ 文化・芸術に親しみ、楽しむ 

施策１ 文化芸術の振興 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

68 

市民文化芸術活動推進事業 
 文化芸術の振興は、豊かな市民生活を育み、街の

魅力を高める上で大変重要である。今後も市民が身

近に文化芸術に親しみ、自ら参加・創造できる環境

づくりを進めるとともに、文化施設の入館者数増加

取り組みを進め、市民の文化芸術に親しむ機会の創

出や交流人口の増加を図る必要がある。 

・文化芸術イベント等の開催支援 

・市民の文化芸術鑑賞推進 

・文化芸術団体等活動支援 

・姉妹都市交流         など 

69 

まんがを活かした文化振興 

・谷口ジロー原画展 

・「父の暦」映画化の推進 

・まちなか映画劇場等 

71 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1 

子どもの文化芸術活動推進事業 

・芸術の出前講座事業 

・シルエット劇講演事業 

施策２ 文化財の保存・活用 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

75 

指定文化財等管理事業 
 文化財は本市の貴重な観光素材であり、市民に

も身近に感じていただけるよう主要文化財の整備

を継続し、新たな情報媒体を含めて広く情報発信

していく。また、本市の文化財を後世に引き継ぐ

ためにも、文化財の適正管理・指導を徹底すると

ともに、子ども考古学教室等の体験活動の充実、

文化施設での指定管理者によるサービス向上・入

館者数増を図っていく。 

・指定文化財の管理・保存修理・公開等の支援

・池田家墓所藩主墓の保存整備工事・設計等、

保存整備委員会の開催の支援 

・登録有形文化財の申請     など 

76 

史跡鳥取城跡附太閤ケ平保存整備事業 

・鳥取城跡大手登城路擬宝珠橋跡発掘調査、

楯蔵跡の環境整備工事 

・鳥取城フォーラム・見学会の実施・見学路

の整備            など 

79 

埋蔵文化財体験・活用事業 

・出土品の保存修理、管理、展覧会 

・遺跡の見学会 

・小学校等への出前授業 
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まちづくりの目標２ 心豊かにいきいきと 人が輝くまちづくり 
政策１ 個性を活かし、活躍できる環境をつくる 

施策１ 協働のまちづくりの推進 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

81 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1 

コミュニティ支援事業 

自治基本条例策定から４年を経過し、市内６１地

区すべてで「まちづくり協議会」が設置されるなど

協働のまちづくりは着実に前進しました。これから

も協働のまちづくりが着実に前進するよう地域課

題の解決に市民等と市が共に知恵を出し合いなが

ら、市民が愛着と誇りを持てる住みよいまちづくり

の推進に努めます。 

・地域コミュニティ計画の策定支援 

・地域コミュニティ計画に基づく事業の実施

支援 

88 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3 

若者コミュニティ活動支援事業 

・第３期、４期若者会議の運営 

・若者定住促進事業 

89 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1 

自治基本条例推進事業 

・参画と協働のまちづくりフォーラム 

・市民自治推進委員会の開催 

・協働事業事例集の作成 

施策２ 生涯学習の推進 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

90 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1 

地区公民館事業 

 団塊の世代が大量リタイアし、今後、生涯学習の

重要性が増すものと考える。また、生涯学習が生き

がいづくりだけにとどまらず、地域づくりに活かす

ことができるように、学習機会の充実や提供を図っ

ていく必要があると考える。市立図書館は、コンピ

ュータシステム更新に伴う臨時休館の影響で市民

１人あたりの年間貸出冊数が目標達成とはならな

かったが、各種講座の開催にも積極的に取り組むな

ど、市民の読書環境の充実に確実に成果をあげてい

る。今後も多様化する市民の学習ニーズに対応する

ため、資料の整備充実に努めるとともに、県内外の

公立図書館や大学図書館、専門図書館等とも密接な

連携を図っていきたい。 

・生涯学習委託事業「子どもと大人のふれあ

い事業」におけるボランティア活動や地域

の年中行事実施 

92 

市民大学等開催事業 

・市民大学、尚徳大学の開催 

・高齢者人材活用事業 

94 

地域社会教育活動総合事業 

・各種講座の開催 

・ボランティアの受入 
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政策２ 互いの人権を尊重し、心豊かな社会をつくる 

施策１ 人権意識の醸成 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

96 

社会人権教育・啓発推進事業 
「鳥取市人権施策基本方針（平成２５年４月改

訂）」等に基づき、すべての市民の人権が尊重され

る鳥取市の実現を目指して、市民、企業、市民啓発

団体と協働しながら、市民の人権意識の高揚を図る

ための各種人権施策を総合的かつ計画的に引き続

き推進していく。 

・人権標語・ポスターの応募 

・入選作品のポスター化及び表彰 

・人権とっとり講座の開設 

・小地域懇談会派遣        など 

99 

人権啓発活動等支援事業 

・市民団体等への人権啓発教育活動支援 

・人権フォーラムの開催 

・人権擁護委員による相談や啓発実施に係る

支援               など 

101 

人権交流促進事業 

・人権講座、生活相談の実施 

・人権文化祭 

・人権講演会 

・地域交流学習会         など 

施策２ 男女共同参画社会の形成 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

105 

男女共同参画登録団体補助事業 
男女共同参画社会について市民に浸透を図って

いくためには、まず啓発の機会を多く提供する必要

がある。そのためには様々な分野における人材の発

掘・育成が急がれる。また、男女共同参画を進めて

いく上で重要である「男性にとっての男女共同参画

の意義」について理解を深める啓発事業にも力点を

置いていく必要がある。さらに、「ワーク・ライフ・

バランス」の推進についても、企業及び市民に向け

た普及啓発も併せて必要である。また、女性の審議

会委員の登用率が、目標の４０％に近づくよう、庁

内関係各部署への働きかけを行っていく必要があ

る。 

・男女共同参画登録団体活動費補助 

106 

鳥取市男女共同参画センター活動推進事業 

・幅広く啓発を行うため、コニュニケーショ

ンや防災セミナーなどの新たな分野の事業

への取り組みを行った。 

107 

男女共同参画啓発事業 

・図書・DVD の購入 

・啓発の内容として、男性にとっての男女共

同参画に対するテーマの事業実施 

・フォトコンテスト・絵手紙コンテストの実施
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まちづくりの目標３ 笑顔があふれ 心やすらぐまちづくり 
政策１ 健康を守り、いきいきと元気に暮らす 

施策１ 保健、医療、福祉の連携強化 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

108 

医療福祉連携事業 
医師・看護師等の医療従事者不足が顕著で、これ

までの医療体制充実中心の施策では、市民の健康が

守れなくなっている。また医療費の高騰も社会全体

の大きな問題である。財政も含めた限りある医療資

源を効率的に運用するために、保健・医療・福祉の

各分野間の連携強化は必要不可欠である。医療の適

正化という面では、かかりつけ医推進などの機能分

担やジェネリック医薬品の推奨、健康づくり・健診

受診の推進など予防事業も重要性が高い。医師確保

は、単純な医師数増でなく適切な専門医療へ導く総

合診療医など不足している分野の医師の養成が喫

緊の課題である。看護師等養成所の誘致は早期開学

に向け、官民一体となった取組み強化が必要であ

る。 

・外部委員を交えた検討会議の開催 

109 

医師確保対策 

・奨学金の貸与 

111 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2 

夜間休日急患診療所運営体制整備事業 

・鳥取県東部医師会への運営委託 

施策２ 健康づくり、疾病予防の推進 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

113 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2 

市民健康手帳導入事業 

 少子高齢化が進行するなか、健康づくり、疾病予

防の推進は重要である。平成２５年４月１日に地域

の健康づくり事業や生活習慣病予防・介護予防事業

の充実を図るため「鳥取東健康福祉センター」を開

設した。事業の推進や意識啓発は、医療機関や介護

支援事業所、健康づくり地区推進員、食生活改善推

進員など地域の団体等と連携を密にして、地域の実

情に合った方法で実施することが必要である。ま

た、推進のために人材育成と支援を行い地域ぐるみ

の健康づくり等を推進するための体制づくりをよ

り一層進めていくことが重要である。 

・手帳の作成、配布 

・配布効果の検証 

119 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2 

健康診査事業 

・大腸がん検診等の無料クーポン券配布 

・節目年齢の未受診者に対する受診勧奨通知

・がん検診精密検査受診勧奨の徹底 

・集団検診（休日検診）の拡充  など 

122 

介護予防普及啓発事業 

・健康教育の実施 

・パンフレットの配布 
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施策３ スポーツ・レクリエーションの振興 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

133 

鳥取マラソン開催事業 
鳥取市は地区体育会や体育協会などの関係団体

と協力しながら、市民体育祭を核にスポーツ・レク

リエーションの振興を図っており、市民の健康の維

持増進に大きく貢献している。また各種スポーツ大

会の開催やハイレベルな大会の誘致に加え、地元プ

ロサッカーチームガイナーレ鳥取の支援や、より充

実したスポーツ環境をめざし各体育施設の整備に

も努めている。少子高齢化が進むなか、競技力向上

のみならず、生涯スポーツ、青少年の健全育成など、

今後スポーツに対するニーズの多種多様化が予想

され、本施策も引き続き継続・発展させていくこと

が重要である。 

・鳥取マラソン大会の開催 

・雑誌、インターネット等を活用した情報提

供による参加促進 

134 

市民体育祭開催事業 

・市民体育祭の開催、参加促進 

135 

ガイナーレ効果による鳥取力向上事業 

・ガイナーレ効果による鳥取力向上チームに

よる鳥取力向上戦略方針の策定 

・ホーム・アウェイでの観光 PR 

・スタジアム及び練習環境の整備  など 

 
政策２ 住み慣れた地域で、支え合い、安心して暮らす 

施策１ 地域福祉力の向上 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

139 

ふれあいのまちづくり事業 
 誰もが安心して住み慣れた地域で生活していく

ためには、切れ目のない、地域全体で支える地域

福祉のネットワーク化が必要であり、このために

は地域で福祉サービスを提供している市民、団体、

自治会間の連絡調整を行う人材の育成が必要であ

る。 

 また、災害時に支援を必要とする要援護者の安

全を確保するためには、災害時要援護者支援制度

の普及・促進が必要である。まずは、市内全地区

において取り組んでいただくよう、未だ取り組ん

でいない地区に対して、制度の説明を行っていく

必要がある。 

・各種相談事業 

・小地域ネットワーク推進事業 

140 

高齢者公共交通機関利用促進事業 

・福祉・ボランティアバスの運行 

・高齢者への公共交通機関等の運賃助成等 

・高齢者等への回数券、パスカードの割引販

売支援             など 

145 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2 

災害時要援護者普及促進事業 

・「災害時要援護者支援制度」の普及促進 
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施策２ 安心できる社会保障制度の運営 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

147 

生活保護適正化事業 
負担の公平性の観点から、引き続き国保料の収納

率向上に努めるとともに、今後も安定的な社会保障

制度の運営を図っていくものとする。 
・レセプト点検の強化、生活保護、住宅手当、

就労相談等の充実。 

・生活保護法の適正な施行に係る扶養義務者

交渉、預金調査事務等      など 

149 

ジェネリック医薬品利用促進事業 

・先発医薬品を処方された者に対して、ジェ

ネリック医薬品に変更した場合との差額を

通知して利用勧奨を行ったほか、パンフレ

ットの配布等で普及啓発を図った。 

153 

予防接種公費助成事業 

・子宮頸がん、ビフワクチン、小児用肺炎菌

ワクチン予防接種費用助成 

 
政策３ 互いに協力し、くらしの安全を守る 

施策１ 地域防災力の充実 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

154 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2 

自主防災会関係事業 

新たな危機や複雑化、多様化するあらゆる災害か

ら市民を守るため、引き続き危機管理体制・防災体

制の充実を図るとともに、「自助」・「共助」・「公助」

が有機的に機能する「災害に強いまち」を目指し、

地域の総合的な防災力の向上に努めていきます。 

・防災指導員（防災リーダー）養成研修の実施

・自主防災会訓練、研修への防災指導員（防

災リーダー）の派遣 

158 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2 

地方道路整備事業 

・道路舗装、拡幅工事 

・側溝整備 

160 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2 

住宅・建築物耐震診断・改修支援事業 

・耐震診断 

・耐震設計 

・耐震改修 
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施策２ 防犯・交通安全対策の充実 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

163 

安全安心まちづくり推進事業 
引き続き、関係機関と連携しながら、地域におけ

る防犯体制の構築・充実と交通安全活動の推進によ

る、身近な"くらしの安全を守る"取り組みを推進し

ます。 

・防犯ボランティア団体の育成 

・防犯情報の提供 

・自主防犯活動団体ネットワーク会議開催 

164 

交通安全活動促進事業 

・交通安全運動、啓発活動、交通安全大会の実施

・交通安全保護者の会だより発行 

・交通安全指導員の任命・育成 

・高齢者交通安全教育訪問の実施  など 

165 

交通安全施設事業 

・区画線、防護柵、反射鏡、デリニェータ、

歩道等の補修や工事の実施、歩道設置 

施策３ 安全な消費生活の確保 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

167 

消費生活対策事業 
 平成 24 年 12 月に消費者教育推進法が施行され、消

費者の自立を支援するために行われる消費生活に関す

る教育及びこれに準ずる啓発活動を推進するため、さ

らに相談窓口の充実を図り、消費者啓発を推進する必

要がある。 

 相談内容は多様化、複雑化し、次々と新しい悪質商

法が生まれていることから、市民が被害者にならない

ために新たな情報を迅速に発信する必要がある。 

 さらに消費者被害の未然防止・救済、消費者の自立

支援のために、今後も消費者啓発を継続して充実すべ

き事業である。 

・相談ブースの増設などセンターの拡張 

・鳥取大学落語研究会や消費者団体連絡協議

会と連携して消費者啓発ＤＶＤの製作 

168 

消費者保護対策補助事業 

・消費者団体と連携して消費者啓発ＤＶＤの

製作 
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まちづくりの目標４ 緑あふれる 日本一のふるさとづくり 
政策１ 地球環境を守り、誇れる自然と共生する 

施策１ 循環型社会の形成 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

169 

住宅用自然エネルギー導入促進事業 
二酸化炭素の排出抑制のため、自然エネルギー導入

補助金により新エネルギーの普及を進めるとともに、

青谷町イカリ原太陽光発電施設を整備し、電気事業の

円滑な運営に努めていく。ごみ減量化を推進するため、

ダンボールコンポスト等の生ごみ減量化事業を強化

し、市民・事業者・行政が一体となってごみの排出抑

制、再資源化の意識向上を図っていく。下水汚泥から

リンを回収する設備の完成後、精製されたリン酸塩を

肥料として販売するための事業推進体制を整備した。

今後は安定的に運転・精製・販売できるように、汚泥

処理施設の長寿命化対策等を実施していく。 

・太陽光発電システム、薪ストーブ、太陽熱

温水器等の購入・設置費用への補助による

住宅用自然エネルギーの導入促進 

173 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 4 

ごみ減量化推進事業 

・再資源化等推進事業（奨励金） 

・小学生オリジナルマイバックコンテスト 

・ノーレジ袋推進活動 

・生ごみ減量講習会        など 

174 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 4 

生ごみ循環システムモデル事業 

・生ごみの分別回収（２４２世帯）と堆肥化

実証 

施策２ 環境保全活動の推進 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

177 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 4 

森林環境保全活動促進事業 

自然保護という面だけでなく、環境保全意識の高揚

を図るためにも、各種補助金を継続する必要がある。

湖山池の汽水湖化による生態系の変化等に関し、モニ

タリング調査を実施し、結果の評価や課題への対応が

必要である。また、「湖山池将来ビジョン」に基づいた

市民や事業者との協働の水質浄化対策等の取り組みが

必要である。殿ダムについては、「殿ダム水源地域ビジ

ョン」の基本方針に基づいた行動計画の継続的な展開

を図りながら、ダム周辺の広場整備や観光資源として

のダムの利活用を進める必要がある。 

・女性の森グループ活動支援 

・森林保全活動ボランティア団体の支援 

179 

不法投棄監視事業 

・不法投棄の未然と早期発見のため、全市域

に不法投棄監視員設置を依頼し、366 名の

監視員が活動 

181 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 4 

湖山池浄化対策事業 

・湖山池巡視 ・台所用ろ過袋購入助成 

・ヒシ改修（23 年度まで） 

・湖山池将来ビジョン策定、湖山池将来ビジ

ョン推進計画（水質管理計画）策定 など
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政策２ 快適で利便性の高い、住みよい都市機能をつくる 

施策１ 生活基盤の充実 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

184 

都市計画策定業務 
今後もより一層の市民生活の向上を図るため、

高速交通網の整備や駅周辺の再生、持続可能な交

通体系、都市再生整備計画の策定による適正な都

市計画などを計画的かつ着実に実施し、継続的に

生活基盤整備を推進していくことが必要である。

・区域区分見直し検討 

・用途地域の見直し検討 

・土地の有効利用の促進 

187 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 4 

全国都市緑化フェア開催事業 

・基本構想の策定 

・実行委員会の設立、基本計画、実施計画の策定

・実施計画に基づく事業実施中 

・とっとりフェア開催（H25.9.21～11.10） 

188 

高速道路関係機関等要望活動事業 

・平成 25 年度中の供用開始区間 

「鳥取 IC～鳥取空港 IC（仮称）」、「駟馳山

バイパス」など 

・鳥取自動車道全線開通（H25.3.23） 

施策２ 公共交通の確保 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

206 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2 

公共交通利用促進総合再編事業 

「南部地域新総合公共交通計画」を基に、２４年

１０月より１年間の予定で実証運行を開始してお

り、今後は利用促進運動を行いながら乗降調査や利

用者アンケートを行い、本格運行に向けた検証を行

っていく。 

・南部地域等においてバス乗降調査等 

・南部地域におけるバス路線の再編 

・鳥取市全域をカバーした公共交通マップの

作成              など 

207 

サイクル・エコタウン推進事業 

・街なかを自転車が走りやすい環境整備、「コ

ミュニティ・サイクル」システム等の導入

による「サイクル・エコタウン鳥取」の実

現に向けた検討を実施 

210 

空港利便性向上対策事業 

・既存航空路線の利用率向上・増便 

・鳥取空港の国際化、運賃低廉化への取り組み
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施策３ 中心市街地の活性化 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

212 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3 

鳥取駅周辺再生整備事業 

中心市街地の活性化は、本市が進める「多極型の

コンパクトなまちづくり」を実現するための柱であ

る。 

今後は、新たに策定した「第２期鳥取市中心市街

地活性化基本計画｣に基づき、「街なか居住の推進」

と「賑わいの創出」に向けた様々な事業を実施して

いく。 

・太平線再生プロジェクトの実施 

・鳥取駅周辺再生基本計画の策定 

213 

街なか居住推進事業 

・鳥取西町コーポラティブハウスモデル事業

の実施 

・街なか居住体験施設整備運営 

・住まいに関する総合相談窓口の設置、運営

214 

中心市街地活性化推進事業 

・中心市街地区域内で公募提案型集客イベン

ト等を実施する市民団体に対し支援 

・市民交流ホール運営者に対して支援 

施策４ 移住・定住の促進 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

217 

若者定住戦略方針推進事業 
 「鳥取市定住促進・Ｕターン相談支援窓口」を平成

18年9月1日に開設して以来、平成24年度までに964

人が移住定住するなど着実に大きな成果を挙げてい

る。 

 これまで効果のあった事業を継続して展開するとと

もに、新たな施策の導入及び外部委託の可能性の検討、

さらには、グリーンツーリズムの促進、郷土愛にあふ

れた若者が活発に集うまちづくり、外国人にとっても

生活しやすい都市環境の整備など、移り住んでみたい

と思える定住しやすいまちづくりにより、引き続き移

住定住施策を推進していく。 

・成人式での定住促進ＰＲブース設置による

地元就職支援など各種制度のＰＲ 

219 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 6 

グリーンツーリズム推進事業 

・新たな農家民泊等の開設 

・魅力的な体験メニューの創設 

・広域での効果的な情報発信体制の確立 

・衛星管理等研修機会の拡充 

220 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3 

ＵＪＩターン促進事業 

・移住定住者の拡大 

・空家活用への有効性の確認 
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まちづくりの目標５ 人・モノ・情報が往きかい にぎわうまちづくり 
政策１ 国内外に躍進する、競争力のある産業をつくる 

施策１ 農林水産業の振興 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

227 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 6 

特産品生産等むらづくり支援事業 

農業では鳥取市農業振興プランに基づく農業振

興策や、鳥取自動車道を活用した農産物販路拡大の

事業を実施し、農業・農村の活性化を図ります。林

業では現在の施策を継続して実施していくととも

に、間伐材搬出の促進やボランティア活動の支援を

推進することで、森林の機能保全や更なる林業の振

興を目指します。水産業では担い手の育成を通じ

て、漁業就労者の確保を図るとともに、鳥取の水産

物の特産化により地域の活性化を目指します。 

・特産品の開発、加工、商品化等のための助成

・ＰＲ活動や県内外イベントへの出店等の生

産拡大、販路拡大の取組み 

231 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 6 

新規就農者育成事業 

・ふるさと就農舎の運営委託 

・住宅修繕費支援、就農準備金支給、家賃助成

・就農初期の運転資金、生活費等の支援 

・農業体験者に対する滞在経費等の助成 など

250 

地産地消推進事業 

・「地産地消フェア」の開催 

施策２ 工業の振興 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

254 

企業誘致推進事業 
 鳥取自動車道開通により鳥取へのアクセスが格

段に向上し、企業を誘致する上での優位性がさらに

増したため、工業団地の早期整備を図るとともに、

三洋跡地等既存市内工業用地等へ、より積極的に企

業誘致を推進するとともに、成長産業である環境・

エネルギー分野、生活福祉関連分野等の関連企業の

育成・支援を行い、工業の振興に努めます。 

・企業訪問 

257 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5 

新技術研究開発事業 

・産学官連携による共同研究、起業化等の支援

・農商工連携の支援 

268 

産学官連携推進事業 

・研修会、連絡調整会議等への参加等 

・企業ニーズの把握（企業訪問等） 

 
 



 16 / 18 
 

施策３ 商業・サービス業の振興 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

270 

商店街にぎわい形成促進事業 
 商業、サービス業の振興には地域経済の活性化が

不可欠なため、地域内経済循環の活発化を促進する

取組を強化するとともに、物産振興のため外へ向け

た情報発信をインターネット等を通じて強力に推

進し、ブランド化と市場開拓を図ります。 

・空き店舗解消 

・商業振興活動支援 

・防犯カメラ設置 

272 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5 

インターネットショップ事業 

・市直営のインターネットショップの運営 

274 

物産振興事業 

・関西圏や姉妹都市へ物産販売・販路開拓等

イベントへの出展 

施策４ 雇用創出・環境の充実 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

279 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3 

雇用創造推進事業 

市内の大手企業の相次ぐ事業再編に伴い、鳥取労

働局管内の有効求人倍率は、０．６６倍（平成２５

年３月）と低迷が続き、雇用情勢は厳しい状況にあ

ります。 

成長産業の振興・支援と産業全般の底上げによる

雇用の場の確保を引き続き取組むとともに、「企業

が求める人材の確保」と若者の地元定着に重点を置

いて取組みます。 

・官民協同チームによる重点事業の推進 

281 

とっとり若者インターンシップ事業 

・若年求職者の市内事業所へのインターンシ

ップ受入れ調整、補助金交付 

283 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3 

雇用マッチング促進事業 

・鳥取市雇用創造協議会による雇用事業 

 
 
 
 
 



 17 / 18 
 

政策２ 魅力、感動、癒しの空間でもてなす 

施策１ ビジットとっとりの展開 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

285 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5 

山陰海岸ジオパーク事業 

世界ジオパークネットワークに加盟している山

陰海岸ジオパーク内にある鳥取砂丘と、世界で唯一

の砂像の展示施設「砂の美術館」を鳥取市の核とし

て、官民が一体となった連携した取り組みを行い、

地域経済の活性化を目指します。  

また、広域・国際観光を推進し、国内外からの観

光客の動向を把握しながら、観光客の増大に向けた

戦略的な取り組みを図ってまいります。 

・保護・保全に係る住民活動の支援 

・ジオサイトを活用したジオツアーの開発支援

・ジオガイド養成 

・ジオブランド特産品開発支援   など 

287 

砂像制作事業 

・砂の美術館第５期展示のＰＲイベント開催

及び各種環境整備 

・第６期展示砂像の制作（１９作品） 

303 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5 

因幡・但馬広域観光キャンペーン事業 

・因幡・但馬エリアマップの改訂・発行 

・エリア内外に向けた因幡・但馬の魅力ＰＲ

 
政策３ 価値ある情報を発信する 

施策１ 情報通信技術の活用 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

306 

地域情報化推進事業 
今後は現在の情報提供機能も拡大しつつ、利用数

の増加に向けた取り組みを積極的に行うとともに、

管理の 適化を図るなどコストパフォーマンスを

意識した取り組みを行っていくこととしたい。 

・地域イントラネット、地域ふれあいサイト

維持管理 

・公共施設予約システム更新 

307 

コミュニティデータ放送開設検討事業 

・活性化策の検討 

309 

ホームページ運用事業 

・H25.1.1 のサーバ機器の更新に併せて、鳥

取市公式ウェブサイトをリニューアル 
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政策４ 環日本海諸国をはじめ、国内外との交流を盛んにする 

施策１ 交流拠点の魅力創出 

期間中実施した主な事業の内容 今後の方針等 

310 

姉妹都市等交流事業 
環日本海諸国との人・経済の交流がますます盛ん

になり、地域経済・文化交流が活発化するよう、官

民協働で取り組みます。 ・各国の駐日大使や総領事、国際親善団体、

経済団体との連携 

・市民交流の支援 

313 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5 

環日本海経済交流推進事業 

・環日本海経済交流の推進による経済活性化

・国際会議開催、商談会、セミナー等の開催

・国際会議への出席 

314 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5 

国外情報発信事業 

・国際交流員の配置 

・国際理解講座への講師派遣 

・多言語情報の発信 

 


